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臨時株主総会
招 集 ご 通 知

開催概要

日時 ： 2018年６月28日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

場所 ： 東京都千代田区麹町一丁目４番地４
８階 当社会議室
末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照ください｡

決議事項

議案　普通株式発行の件

株 式 会 社 Ｌ Ｉ Ｆ Ｕ Ｌ Ｌ
（ 証 券 コ ー ド : 2 1 2 0 ）

本臨時総会では、株主さまへのお土産のご用意と、株主総会終
了後の懇親会及び事業戦略説明会の開催はございません。何卒
ご理解賜りますようお願い申しあげます。

表紙
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株 主 各 位

(証券コード:2120)
2018年６月11日

東京都千代田区麹町一丁目４番地４

株式会社ＬＩＦＵＬＬ
代表取締役 井上　高志

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げ
ます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申
し上げます。

［書面による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2018年６月27日（水曜日）午後5時ま
でに到着するようご返送ください。
［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、同封の議
決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従
って、2018年６月27日（水曜日）午後5時までに、議案に対する賛否をご入力ください。
　インターネット等による議決権行使に際しましては、16頁から17頁の「議決権行使等についてのご案
内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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記
1 日　　時 2018年６月28日（木曜日）午前10時 (受付開始：午前９時)
2 場　　所 東京都千代田区麹町一丁目４番地４

８階　当社会議室
（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3 目的事項 決議事項 議案　普通株式発行の件
4 議決権の行使等に

ついてのご案内 16頁から17頁に記載の「議決権行使等についてのご案内」をご参照ください。

5 招集にあたっての
決定事項

(1) インターネット等によって複数回議決権が行使された場合には、最後に行われたものを有効
な議決権行使としてお取り扱いいたします。
(2) 議決権行使書面とインターネット等による方法とを重複して議決権を行使された場合は、イ

ンターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行

う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以　上
○ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本株主総会招集ご通

知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
○ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（https://lifull.com/）
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株 主 総 会 参 考 書 類

議 案 普通株式発行の件

　本議案は、会社法第199条及び第200条の規定に基づき、募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有
利な金額で募集株式を発行することにつき、株主の皆様によるご承認をお願いするものです。

１.募集の概要
１．募集株式の種類 当社普通株式

２．募集株式の数の上限

18,514,334株（なお、募集株式の数は、本件取引（以下に定義する。）
を内容とする本件スキーム・オブ・アレンジメント（以下に定義する。）
に従い当社普通株式の交付を受ける各Mitula Group Limited(以下、
「Mitula」という。）株主（以下、１.「募集の概要」において「割当先対
象会社株主」という。）が受領する当社普通株式の数の総和として当社取
締役会が定める数とする。）

３．1株当たりの払込金
額の下限

1円（なお、1株当たりの払込金額は、当社取締役会が、「現物出資財産の
価額」を「募集株式の数」で除した金額（但し、小数点以下を切り捨て
る。）に定める。）

４．払込金額の総額 「1株当たりの払込金額」に「募集株式の数」を乗じた金額

５．金銭以外の財産の出
資の方法

金銭以外の財産であるMitulaの普通株式（以下、１.「募集の概要」におい
て「対象会社株式」という。）を出資の目的とする。

６．現物出資財産の内容
「募集株式の数」を本件割当比率（以下に定める。）で除した数の対象会
社株式（以下、１.「募集の概要」において「現物出資対象会社株式」とい
う。）
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７．割当比率

本件割当比率は、0.85豪ドル（以下、１.「募集の概要」において「対象
会社株式評価額」）を11.29豪ドル（以下、１.「募集の概要」において
「当初当社株式評価額」という。）で除した数（小数点第4位未満は四捨
五入する。）である0.0753（以下、１.「募集の概要」において「当初割
当比率」という。）とする。但し、本件割当比率は、①本件スキーム・オ
ブ・アレンジメントの対価を受領する権利が付与されるMitula株主が確定
する日（Record Date）を最終日とする10取引日の各取引日の東京証券
取引所における当社普通株式の出来高加重平均価格（当該日において株式
会社東京証券取引所が発表する当社普通株式のVWAPとするが、例外的に
当社及びMitulaが当社普通株式の正常な価格を反映していないと合理的
に合意するものについては除外して計算する。また、当社普通株式がいわ
ゆる権利確定日より後に割当先対象会社株主に交付される場合には、いわ
ゆる権利落ち日の前取引日までの各取引日のVWAPからその時点での予
想配当金の額を減額する等の調整を行う。）を当該日のReserve Bank of 
Australia(以下、１.「募集の概要」において「オーストラリア準備銀行」
という。)が開示する日本円/豪ドルの為替レートにより豪ドル換算した
金額を加重平均した金額（以下、１.「募集の概要」において「割当比率調
整用当社株式評価額」という。）が、当初当社株式評価額である11.29豪
ドルを下回る場合には、当初割当比率から、対象会社株式評価額である
0.85豪ドルを割当比率調整用当社株式評価額で除した数（小数点第6位未
満は四捨五入する。）（但し、当該数が当初割当比率の112％である
0.084336を上回る場合は0.084336とする。）に上方調整され、②割当
比率調整用当社株式評価額が当初当社株式評価額の108％である
12.1932豪ドルを上回る場合には、当初割当比率から、対象会社株式評価
額の108％である0.918豪ドルを割当比率調整用当社株式評価額で除した
数（小数点第6位未満は四捨五入する。）に下方調整される。現物出資対
象会社株式1株に対し、本件割当比率の当社普通株式を割り当てる。

８．現物出資財産の価額

対象会社株式のオーストラリア証券取引所における最終取引日（以下、１.
「募集の概要」において「価額決定日」という。）の終値（当該日に終値
がない場合には、その直前の終値）に、現物出資対象会社株式の数を乗じ
た金額（豪ドル建て）を、価額決定日のオーストラリア準備銀行が開示す
る日本円/豪ドルの為替レートにより円換算した金額

９．増加する資本金及び
資本準備金の額

増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本
金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額
とする。
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１０．募集方法

当社は、一定の条件が充足される場合、Mitulaの設立準拠法であるオース
トラリア会社法に基づくスキーム・オブ・アレンジメントの手続により、
対象会社株式の全部を取得する（以下、１.「募集の概要」において「本件
取引」という。）。当社は、本件スキーム・オブ・アレンジメントにおい
て、割当先対象会社株主より、その保有する現物出資対象会社株式を取得
するための対価として、当社の普通株式を発行する。

１１．現物出資財産の給
付の期日又はその期間

本件スキーム・オブ・アレンジメントの実行日（Implementation Date）
として当社取締役会が決定する日

１２．その他 上記各項は、本件スキーム・オブ・アレンジメントについてのMitula株主
集会の承認及びオーストラリア裁判所の認可の取得等を条件とする。

１３．決定の委任 上記に定めるもののほか、募集株式の募集事項に必要な一切の事項につい
ては、当社取締役会の決議により決定する。

　当社は、2018年５月９日、オーストラリア証券取引所に上場しているオーストラリア会社法（以下「豪州会社法」
といいます。）に従って設立されたMitulaの発行済株式（以下「Mitula株式」といいます。）の全部を取得すること
を目的として、当社の普通株式及び現金を対価とした豪州会社法に定めるスキーム・オブ・アレンジメント（以下「本
件スキーム・オブ・アレンジメント」といいます。）によりMitulaを完全子会社化する取引（以下「本件買収」とい
います。）を実施するための契約（Scheme Implementation Deed）を締結しました。
　本件買収は友好的なものであり、Mitulaの取締役会は本件買収につき、全会一致で賛同しております。
　また、当社は同日開催の取締役会において、本件買収の対価の一部となる当社の普通株式の有利発行を付議議案と
して、臨時株主総会を開催することを決議しました。
　当社が本件スキーム・オブ・アレンジメントにより株式対価を交付するために発行する普通株式の1株当たりの払
込金額は、当社取締役会により、現物出資財産の価額（Mitula株式のオーストラリア証券取引所における最終取引日
の終値（当該日に終値がない場合には、その直前の終値）に現物出資されるMitula株式の数を乗じた金額（豪ドル建
て）を円換算した金額になります。）を、発行株式数で除した金額（小数点以下を切り捨てます。）に定められます
が、1株当たりの払込金額の下限については当該価額が現段階で確定できないという事情に鑑みて1円とするため、募
集株式の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合として、臨時株主総会において、有
利発行として会社法第309条第2項第5号に基づく特別決議によるご承認をお願いするものです。
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２.本件買収の背景
　当社は、創業以来「常に革進することで、より多くの人々が心からの「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組み
を創る」という経営理念を掲げ、不動産情報サービスを中心に暮らしに関わるさまざまな情報を提供してきました。
　そして設立20周年を迎えた昨年、「あらゆる人々の暮らしや人生（LIFE）を満たす（FULL）サービスを届けたい」
という想いと今後のグローバル展開を見据えて、社名を「株式会社ネクスト」から「株式会社LIFULL（ライフル）」
に変更し、さらなるサービスの革新を目指しております。
　この方針に基づき今後様々な領域での事業展開を検討しておりますが、まず注力すべき課題として、中長期戦略の
柱に「国内不動産市場の変革、活性化」と「グローバルプラットフォームの構築」を掲げております。
　国内では、国内最大級の不動産・情報サイト「LIFULL HOME’S」を中心に、AI・ビッグデータ等の先進技術を活
用した情報可視化の取り組みや、民泊等新たなサービス領域への積極的な投資を行っております。
　また、グローバル領域では2014年11月に世界最大級の不動産・住宅、求人、中古車情報のアグリゲーションサイ
トを運営するスペインのTrovit Search S.L.（以下「Trovit」といいます。）を子会社化しました。当社グループは現
在は世界57ヶ国にサービス展開し、年間来訪者数は10億を超えております。
　一方、Mitula社（2009年設立、オーストラリア証券取引所上場）は、世界54ヶ国、19言語で不動産・住宅、求
人、自動車、ファッション情報のアグリゲーションサイト及びポータルサイトを運営しており、年間来訪者数は8億
を超えています。
　当社は、当社の子会社であるTrovitとMitulaの持つ技術やノウハウ等の経営資源を融合することが、両社の更なる
企業価値の飛躍の実現に繋がるとの結論に至りました。

（*）アグリゲーションサイトとは、複数のサイトの情報を集積し、サイト利用者が1つのサイトで一括して情報を閲覧できるサイトのこと
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３．本件買収の意義
　本件買収の意義は、次のとおりです。
・当社は、「世界一のライフデータベース&ソリューション・カンパニーへ。」というスローガンのもと、LIFULL 

HOME’SやTrovitを通じて世界の不動産や暮らしに関るデータを蓄積しています。本件買収で新たにMitulaの有
する不動産・住宅、求人、自動車、ファッションのデータを加え世界で圧倒的な情報量を有することにより、新た
な価値提供による収益力の向上を目指せるものと考えております。

・TrovitとMitulaは、ともにスペインを主要拠点としてアグリゲーションサイトの運営を行っております。両社の強
みを存分に活かせる新しい組織構築を行うことで、今後の成長戦略をさらに加速できるものと考えております。

・当社は本件買収後においても、既存の当社グループ各社及び新たにグループ会社となるMitulaの経営資源を結集
し、中長期戦略を遂行する上で必要となる国内外の成長領域でのM&Aを含め、積極的に投資していく方針です。
TrovitとMitulaはいずれも無借金経営かつ黒字企業であり、当社も本件買収にあたり現金に加え当社株式を対価と
することから、本件買収の成立後においても当社グループとして、成長戦略を加速するための投資資金の確保を実
現できるものと考えております。

・本件買収は、Mitula株主に対して現金及び当社の株式を割り当てる方法により行われることから、Mitula株主は、
Mitulaに比して流動性の高い当社株式を保有する機会を得ることができることに加え、上記の当社の成長戦略の実
現による企業価値の向上は、当社既存株主と本件買収の結果新たに当社株主となるMitula株主の利益になり、
Mitula株主にとっても大きな意義のあるものと考えております。

４．買収手法及び手続き
(1)本件買収の手法
　本件買収は、Mitula株式の全部を取得するため、豪州会社法に定めるスキーム・オブ・アレンジメントによりMitula
を完全子会社化する取引です。本件買収で用いられるスキーム・オブ・アレンジメントとは、会社の資本構成等を株
主等の当事者との個別の合意ではなく、株主集会の承認及び裁判所の認可手続により一律に変更する手続であり、本
件買収においては、Mitula株主の集会の承認及び豪州裁判所の認可によりMitula株式100％の取得が可能となりま
す。このスキーム・オブ・アレンジメントのMitula株主の集会の承認は、①Mitula株主の集会に自ら又は代理若しく
は代表により出席・投票したMitula株主の過半数による承認、及び②Mitula株主によりMitula株主の集会におけるス
キーム・オブ・アレンジメントの議案に投票された総数の75％以上による承認が要件となります。
　本件買収の対価は、当社普通株式（以下「株式対価」といいます。）及び現金（以下「現金対価」といいます。）
になります。原則として、スキーム・オブ・アレンジメントの対価を受領する権利が付与されるMitula株主が確定す
る日（Record Date）（以下「最終Mitula株主確定日」といいます。）の最終株主名簿に記載される各Mitula株主
（以下「最終Mitula株主」といいます。）が保有するMitula株式のうち20,000株までは全てについて現金対価を交
付し、20,000株を超える部分の株式には全てについて株式対価を交付します。但し、最終Mitula株主は、所定の期
間内に所定の手続（以下「株式対価選択手続」といいます。）を行うことで、自己の保有するMitula株式全てについ
て、株式対価を受領することを選択できます。
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　各最終Mitula株主において保有するMitula株式20,000株を上限に原則として現金対価としたのは、少数のMitula
株式しか保有していない最終Mitula株主においては、本件買収後に当社普通株式への継続投資を希望せず、付与され
た当社普通株式について即時に現金化することを求める者も相当数発生すると見込まれるところ、そのような者に対
して日本の株式等振替制度に従った証券口座を開設することなく本件買収の対価を直接現金にて受領できるよう、
Mitulaの株式分布状況等を考慮して設定したものであります。本件スキーム・オブ・アレンジメントが実行される場
合、現金対価については、Mitula株式1株当たり0.80豪ドルを交付します。
　他方、本件スキーム・オブ・アレンジメントが実行される場合、(A)所定の期間内に株式対価選択手続を行なった
各最終Mitula株主に対しては、各最終Mitula株主が最終Mitula株主確定日時点で保有するMitula株式数に本件割当比
率を乗じた数（1株未満は切り捨てます。）の当社普通株式を交付し、(B)所定の期間内に株式対価選択手続を行わな
かった最終Mitula株主のうち20,000株を超えるMitula株式を最終Mitula株主確定日時点で保有する各最終Mitula株
主に対しては、各最終Mitula株主が最終Mitula株主確定日時点で保有するMitula株式から20,000株を差し引いた
Mitula株式数に本件割当比率を乗じた数（1株未満は切り捨てます。）の当社普通株式を交付します（以下、(A)又
は(B)により当社普通株式を受領する最終Mitula株主を総称して「株式対価受領Mitula株主」といいます。）。なお、
上記(A)又は(B)の計算において切り捨てられる1株未満の端数については、端数に代わる何らの対価も交付されませ
ん。
　当社は株式対価を交付するため、①当社の臨時株主総会において本議案に定める内容の会社法第199条に基づく募
集株式の募集事項の決定及び会社法第200条に基づく募集株式の募集事項の決定の委任の議案の承認決議がなされる
こと、並びに②本件買収について上記のMitula株主の集会の承認及び豪州裁判所の認可が取得されること等を条件
に、Mitulaの発行済株式総数である219,530,625株（豪州裁判所による第二回聴聞期日までに発行される予定の
Deferred Sharesに係る1,173,741株、豪州裁判所による第二回聴聞期日までにShare Optionの行使により発行さ
れる可能性のある2,800,000株及び2018年5月24日に開催されるMitulaの株主集会の承認を条件としてMitulaの非
業務執行取締役に対して発行される予定の150,000株を含めております。詳細については以下4.(4)を参照。）に当
初の本件割当比率（0.0753）の112％を乗じた数（1株未満の端数を切り下げた18,514,334株）を上限として、当
社の普通株式を発行します。発行株式数は上記に従い各株式対価受領Mitula株主が受領する当社普通株式の数の総
和とし、当該発行株式数を本件割当比率で除した数のMitula株式を現物出資財産とします。

(2)本件割当比率
　本件割当比率は、当初、①株式対価の基準対価として合意した0.85豪ドル（以下「株式対価基準価格」といいま
す。）を、②11.29豪ドル（2018年5月8日を最終日とする5取引日の各取引日の当社普通株式の売買高加重平均価格
（以下「VWAP」といいます。）を参考に定めた925円をReserve Bank of Australia(以下「オーストラリア準備銀
行」といいます。)が開示する2018年5月8日の日本円/豪ドルの為替レートにより豪ドル換算した金額（以下「当初
当社株式評価額」といいます。））で除した0.0753（以下「当初割当比率」といいます。）とします。
　但し、最終Mitula株主確定日を最終日とする10取引日の各取引日の当社普通株式のVWAP（当該日において株式
会社東京証券取引所が発表する当社普通株式のVWAPとしますが、例外的に当社及びMitulaが当社普通株式の正常な
価格を反映していないと合理的に合意するものについては除外して計算します。また、当社普通株式がいわゆる権利
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確定日より後に割当先対象会社株主に交付される場合には、いわゆる権利落ち日の前取引日までの各取引日のVWAP
からその時点での予想配当金の額を減額する等の調整を行います。）を当該日のオーストラリア準備銀行が開示する
日本円/豪ドルの為替レートにより豪ドル換算した金額を加重平均した金額（以下「割当比率調整用当社株式評価額」
といいます。）と当初当社株式評価額との比較に基づき、一定範囲内で本件割当比率が調整される可能性があります
（以下「変動割当比率方式」といいます。）。
　具体的には、割当比率調整用当社株式評価額が、当初当社株式評価額である11.29豪ドルを下回る場合には、本件
割当比率は、当初割当比率の112％である0.084336を上限として、以下の算式により算出される数に上方調整され
ます。この場合、当社の発行株式数は増加します。

　0.85豪ドル / 割当比率調整用当社株式評価額
　(注) 小数点第6位未満は四捨五入します。
　当該数が当初割当比率の112％である0.084336を上回る場合は0.084336とします。

　他方、割当比率調整用当社株式評価額が当初当社株式評価額の108％である12.1932豪ドルを上回る場合には、本
件割当比率は、以下の算式により算出される数に下方調整されます。この場合、当社の発行株式数は減少します。

　0.918豪ドル（※） / 割当比率調整用当社株式評価額
　※ 株式対価基準価格（0.85豪ドル）の108％の価額になります。
　(注) 小数点第6位未満は四捨五入します。

(3)買収対価となる当社普通株式の決済方法と一部売却の可能性
　当社は、株式対価受領Mitula株主に株式対価を交付するために普通株式を発行しますが、株式対価受領Mitula株主
が当社の普通株式を受領するためには、日本の株式等振替制度に従って証券口座を開設する必要があります。しかし
ながら、①証券口座を開設する意向を有しているものの本件買収の実施までにそのような証券口座を開設することが
できない株式対価受領Mitula株主又は②証券口座を開設する意向を有していない株式対価受領Mitula株主も一定程
度存在することが想定されます。
　当社は、かかる株式対価受領Mitula株主にも配慮して、以下のような買収対価となる当社普通株式を受領するため
の決済の仕組みを設ける予定です。
　まず、本件スキーム・オブ・アレンジメントの実行日（Implementation Date）に株式対価を交付するための当
社普通株式を発行し、その全てを全株式対価受領Mitula株主のために開設される包括口座（以下「包括口座B」とい
います。）に記録することにより交付します。
　そして、所定の期間内に当社普通株式を受領するための証券口座を指定して当該口座情報を当社に通知した株式対
価受領Mitula株主に関しては、本件スキーム・オブ・アレンジメントの実行日（Implementation Date）から7営業
日後に設定される予定の決済日（Settlement Completion Date）において、当該株式対価受領Mitula株主が対価と
して受領できる数の当社普通株式を、包括口座Bから当該株主が指定した口座に移管します。
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　また、所定の期間内に株式対価受領Mitula株主のうち希望者のために開設される包括口座（以下「包括口座A」と
いいます。）において当社普通株式を保有する意向を表明した株式対価受領Mitula株主に関しては、決済日におい
て、当該株式対価受領Mitula株主が対価として受領できる数の当社普通株式を、包括口座Bから包括口座Aに移管し
ます。
　なお、所定の期間内に当社に対して上記の証券口座情報や包括口座Aにおける株式保有する意向を通知しない株式
対価受領Mitula株主が対価として受領できる数の当社普通株式に関しては、決済日後も引き続き包括口座Bにおいて
保管されることになります。但し、決済日後の一定期間内に所定の方法により当社に通知がされない場合、包括口座
Bにおいて保管される当社普通株式は、スキーム・ブックレット（株主通知書類）に記載される売却方針に従い売却
し、売却代金から経費が控除された金額が株主に支払われます。

(4)本件買収に伴う潜在株式の取扱い
　MitulaのDeferred Sharesについては、Mitulaが豪州裁判所による第二回聴聞期日までに全ての普通株式を発行さ
せ、当社が本件買収により取得します。MitulaのShare Optionについては、2018年7月1日に行使期間が終了しま
す。また、MitulaグループのGlobal Employee Share Plan（ESPP）については、Mitulaが豪州裁判所によるスキ
ーム認可日までに終了されることが合意されております。

５．本件買収の対価の算定根拠等
(1)本件買収の対価の根拠及び理由
　当社及びMitulaは、2017年8月下旬頃から、本件買収に関する協議及び検討を開始しました。その後、本件買収の
実現可能性に関する調査やMitula、関係当局との協議等を進めておりましたが、継続的かつ慎重に協議・検討を重ね
た結果、今般、改めて、両社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にとって本件買収が最善の判断との考えに
至りました。
　当社は、本件買収に用いられるMitula株式価値及び割当比率の算定にあたって、公正性・妥当性を確保するため、
当社及びMitulaから独立した第三者算定機関に算定を依頼することとし、株式会社KPMG FAS（以下「KPMG」とい
います。）を第三者算定機関に選定いたしました。
　当社は、当社の見込むMitulaの事業価値及びシナジー効果の期待値とKPMGから提出を受けた算定結果、当社及び
Mitulaの財務状況、業績動向、株価動向等のその他の要因を総合的に勘案し、Mitulaとの間において慎重に協議及び
交渉を重ねて参りましたが、以下の理由により、本件買収の対価として、①現金対価については、Mitula株式1株当
たり0.80豪ドルを交付することとする一方で、②株式対価については、Mitula株式1株当たり0.85豪ドルを株式対価
基準価格として変動割当比率方式を採用することが妥当であるとの判断に至り、2018年5月9日に開催された取締役
会にて本件買収を行うことを決定しました。①現金対価のMitula株式1株当たり0.80豪ドル及び、②株式対価基準価
格である0.85豪ドルについては、2018年5月8日のMitula株式の市場価格との比較では約88.9％のプレミアムとな
りますが、下記「５.(2)②算定の概要」記載の算定結果のレンジ内にあることから妥当な水準であるものと判断して
おります。
　この点、株式対価基準価格は現金対価に比べて0.05豪ドル高くしておりますが、これはオーストラリア証券取引所
上場企業であるMitulaの株主にとって、現地通貨である豪ドル建ての現金を実行日に受け取ることと、東京証券取引
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所という豪州からみれば海外の金融商品取引市場に上場する当社株式を受け取ることに違いがあること、並びに株式
対価については豪ドル建て現金に換価する場合に株式売却費用や為替売買手数料などを含む各種コストの負担が生じ
ることを勘案しているものであります。
　また、変動割当比率方式を採用した背景としては、仮に公表時における固定割当比率にて本件スキーム・オブ・ア
レンジメントを実施した場合、最終Mitula株主が受領することとなる当社普通株式の価値は、実行日の当社株式の市
場株価によって確定することとなるところ、その間当社の市場株価が変動した場合、市場における裁定取引により
Mitulaの市場株価も連動することが観察されます。他方で、変動割当比率方式を採用した場合、公表時にMitulaの株
式対価基準価格は確定することとなりますが、Mitula株式１株につき対価として交付される当社普通株式の数は、本
件スキーム・オブ・アレンジメントに係る最終Mitula株主確定日を最終日とする10取引日における当社株式のVWAP
の確認をもって決定されることになります。Mitula株主にとっては、変動割当比率方式の採用により、円と豪ドル間
の為替や当社の市場株価の変動リスクが軽減されるとともに、公表時より本件スキーム・オブ・アレンジメントの認
可に至るまでの期間においてMitulaの市場株価が東京証券取引所という豪州からみれば海外の金融商品取引市場に
上場する当社株式の市場株価の変動に影響されることを一定程度回避することが可能となり、本件スキーム・オブ・
アレンジメントに対する賛否の判断をMitula株主の集会においてより適切に行うことができるようになるものと考
えられます。他方で、当社株主にとっては、Mitulaを完全子会社にするための対価を現金対価（0.80豪ドル）及び株
式対価基準価格（0.85豪ドル）として数値化することにより、当社の見込むMitulaの事業価値及びシナジー効果の期
待値を前提に、会社法第200条に基づき募集株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任することの妥当性の判断を
より適切に行うことができるようになるものと考えられます。
　なお、本件買収の対価となる当社普通株式は、金銭以外の財産を対価として発行されることから、弁護士兼公認会
計士より「会社法第199条第1項第3号の価額が相当であること」について証明書を取得する予定です。
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(2)本件買収の対価の算定に関する事項
　①算定機関の名称並びに当社及びMitulaとの関係

　当社の第三者機関であるKPMGは、当社及びMitulaの関連当事者には該当せず、本件買収において記載すべき
重要な利害関係を有しません。

　②算定の概要
　KPMGは、Mitulaについては、Mitulaがオーストラリア証券取引所に上場しており、市場株価が存在すること
から、株式市価法を、またMitulaと比較可能な類似上場会社が複数存在しており、類似会社比較による株式価値
の類推が可能であることから類似会社比較法を、加えて将来の事業活動の状況を評価に反映するためＤＣＦ法を
採用して算定を行いました。各採用手法によるMitulaの１株当たりの株式価値算定結果は、以下のとおりです。

（単位：豪ドル）
採用手法 Mitula株式1株当たり株式価値

株式市価法 0.43～0.50

類似会社比較法 1.12～1.45

ＤＣＦ法 0.74～0.92

　株式市価法においては、2018年5月8日を算定基準日（以下「基準日」といいます。）として、Mitulaの普通
株式のオーストラリア証券取引所における基準日の終値、基準日から遡る１ヵ月間の終値の単純平均値、基準日
から遡る３ヵ月間の終値の単純平均値、及び基準日から遡る６ヵ月間の終値の単純平均値を用いて評価を行い、
それらの結果をもとに、Mitulaの１株当たりの株式価値を0.43豪ドル～0.50豪ドルとして算定しております。
　類似会社比較法では、Mitulaと比較可能な類似上場会社の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じ
て、Mitulaの１株当たりの株式価値を1.12豪ドル～1.45豪ドルとして算定しております。
　ＤＣＦ法においては、当社を通じて提供したMitulaに関する事業計画に基づき、Mitulaが将来生み出すと見込
まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いてMitulaの株式価値を評価しておりま
す。継続価値の算定にあたっては永続成長率法を採用しております。この結果を基にMitulaの１株当たりの株
式価値を0.74豪ドル～0.92豪ドルとして算定しております。KPMGがDCF法の算定の前提としたMitulaの事業
計画には、大幅な増減益が見込まれている事業年度が含まれておりますが、これは主にMitulaの事業展開国の拡
大、広告主とのリレーションを強固なものとすることによる広告収入の増大、及びMitulaの有するサイトの改善
による手数料収入の増大を反映したことによるものです。この点、KPMGは当社を通じてヒアリングを行ってお
ります。また、当該事業計画は、本件買収の実施を予定しておりません。
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　KPMGは、当社については、当社が東京証券取引所市場第一部に上場しており、時価総額がMitulaの時価総額
規模と比較して非常に大きく、取引市場での流動性も高いことから、本株式交換の対価として当社の株式価値を
評価する場合、株式市価法により十分に適正な結果が得られると判断したため、株式市価法を採用して算定を行
いました。

　株式市価法においては、2018年5月8日を基準日として、当社の普通株式の東京証券取引所第一部における基
準日の終値、基準日から遡る１ヵ月間の終値の単純平均値、基準日から遡る３ヵ月間の終値の単純平均値、及び
基準日から遡る６ヵ月間の終値の単純平均値を用いて評価を行っております。

　各採用手法による算定結果を踏まえた、当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の株式交換比率
の算定結果は、以下のとおりです。

採用手法 株式交換比率の算定結果

株式市価法 0.036868～0.045488

類似会社比較法 0.095416～0.131278

ＤＣＦ法 0.063103～0.083619

　KPMGは、上記算定に際して、当社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報を原則としてそのまま採
用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであること、上記算定に重大な影響を与え
る可能性がある事実でKPMGに対して未開示の事実はないことを前提としており、独自にそれらの正確性及び完
全性の検証を行っておりません。また、両社とその関係会社の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、
個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑
定又は査定の依頼も行っておりません。KPMGの割当比率の算定は、2018年5月8日現在までの情報及び経済条
件を反映したものであり、両社の財務予測については、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測及び判
断に基づき合理的に検討又は作成されたことを前提としております。また、KPMGが提出した算定結果は、本件
買収における価格又は割当比率の公正性について意見を表明するものではありません。
　当社は、KPMGより、本件買収における両社の株式価値に関する評価手法、前提条件及び算定経緯などについ
て説明を受けることを通じて、KPMGによる上記算定結果の合理性を確認しております。
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(3)公正性を担保するための措置
　当社は、当社及びMitulaから独立した第三者算定機関であるKPMGにMitula株式価値及び割当比率の分析を依頼す
ることとし、その分析結果の提出を受けました。なお、上記のとおり、本件買収の対価となる当社普通株式は、金銭
以外の財産を対価として発行されることから、会社法第207条第9項第4号の規定に従い弁護士兼公認会計士である山
本直道氏より「会社法第199条第1項第3号の価額が相当であること」について証明書を取得する予定であり、検査役
の調査は行われません。
　当社は第三者機関から、公正性に関する評価（フェアネス・オピニオン）の取得はしておりません。

(4)利益相反を回避するための措置
　該当事項はありません。

６．本件買収の対象会社の概要
名称 Mitula Group Limited

所在地 Level 6 330 Collins Street
Melbourne VIC 3,000 Australia

代表者の役職・氏名
Chairman　Simon Baker
Chief Executive Officer and Executive Director　Gonzalo del 
Pozo

事業内容 不動産・住宅、求人、自動車及びファッション分野のアグリゲーショ
ンサイトやポータルサイトの運営

資本金 33,826,233豪ドル

設立年月日 2009年

発行済株式数 215,406,884株

決算期 12月31日

14
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大株主及び持株比率
Gonzalo del Pozo Sanchez　12.45%
Marcelo Badimon Reverter　12.42%
Gonzalo Ortiz Sanz　11.38%
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited　15.37%

連結子会社

Mitula Classified SL
Lokku Limited
Mitula Group Pte Ltd
Mitula Classified China Limited
Nestoria UK Limited
Nestoria Spain SL
Nesutoria Brasil Buscador de imoveris Ltda
Nestoria India Property Search Services Private Limited
Dot Property Pte Ltd
Dot property Co Ltd
Dot Services Philippines Inc
Dot Media Co Ltd
Kleding BV

当事会社間の関係

資本関係 該当事項なし

人的関係 該当事項なし

取引関係 該当事項なし

関連当事者への該当状況 -

15
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最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期

Mitula（連結、国際会計基準）

2015年12月 2016年12月 2017年12月

（単位：千豪ドル、括弧内 百万円 (*1)。特記を除く）

資本合計 32,732
(2,887)

48,893
(4,313)

55,684
(4,912)

資産合計 36,638
(3,232)

53,020
(4,677)

62,008
(5,470)

1株当たり親会社所有者帰属持分（円） - - -

売上収益 20,568
(1,814)

28,023
(2,472)

33,595
(2,963)

営業利益 - - -

税引前当期利益 4,387
(387)

10,482
(925)

6,914
(610)

当期利益 2,589
(228)

8,174
(721)

5,278
(466)

親会社の所有者に帰属する1株当たり当期
利益（円、豪ドル）

0.0137豪ドル
(1.2085円)

0.0389豪ドル
(3.4314円)

0.0247豪ドル
(2.1788円)

1株当たり配当金（円、豪ドル） 0.0139豪ドル(*2)
(1.2261円) - -

(*1) 株式会社みずほ銀行公表の2017年12月29日公示仲値（1豪ドル = 88.21円）を用いて換算しております。
(*2) 該当決算期における配当総額2,896,072豪ドルを当該期末時点の発行済株式数208,737,689株で除した数値を記載しております。

以　上
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議 決 権 行 使 等 に つ い て の ご 案 内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

日 時 2018年６月28日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
場 所 東京都千代田区麹町一丁目４番地４

８階　当社会議室
（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2018年６月27日（水曜日）午後5時到着分まで
インターネット等で議決権を行使される場合

パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（https：//www.web54.net）に
アクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入
力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 2018年６月27日（水曜日）午後5時まで
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インターネット等による議決権行使のご案内
　インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

1.　議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス　https：//www.web54.net
※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続する

ことも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
（QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

2.　議決権行使のお取扱いについて
(1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワー

ド」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
(2) 議決権の行使期限は、2018年６月27日（水曜日）午後５時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
(3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取

扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最
後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

3.　パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
(1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱

いください。
(2) パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手

続きください。
(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4.　パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
(1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル
［電話］　0120 (652) 031　（受付時間 午前９時～午後９時 通話料無料）

(2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行　証券代行事務センター
［電話］　0120 (782) 031　（受付時間 午前９時～午後５時 土日休日を除く 通話料無料）

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）
　機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」
から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。
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臨時株主総会会場ご案内図

会場
本社ビル ８階
東京都千代田区麹町一丁目４番地４　TEL（03）6774－1600

交通
地下鉄半蔵門線 半蔵門駅３b出口より徒歩２分
地下鉄有楽町線 麹町駅３番出口より徒歩６分

麹町一丁目 麹町警察署前麹町四丁目 麹町三丁目 半蔵門

ワコール三菱
UFJ銀行

セブン
イレブン みずほ銀行 麹町警察署

TOKYO
FM

← 四谷・新宿 皇
居

↑ 

九
段

新宿通り

内
堀
通
り3a

3b

坂
宅
三

 

↓

麹町駅3番出口
東京メトロ有楽町線

本社東京メトロ半蔵門線
半蔵門駅3b出口

ベルサール半蔵門

※駐車場及び駐輪場はございませんので、お車･自転車等での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

地図




